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社会資本総合整備計画（地域住宅支援）

　栃木県地域住宅等整備計画（防災・安全）（第二期）（重点計画） ○

平成29年度　～　令和4年度　（6年間）

防災・安全の実現のために必要となる公営住宅等及び宅地造成地の耐震化及び老朽化が著しい公営住宅等の更新を実施し、県民の住生活空間の安全確保及び向上を図る。

定量的指標の現況値及び目標値

※中間目標は任意
①公営住宅等の耐震改修（耐震診断を含む）事業が実施された住戸数の割合

　（耐震性がある住宅の戸数　／　（管理戸数－除却予定戸数）

②宅地耐震化推進事業における第一次スクリーニング結果の公表率

　第一次スクリーニング結果の公表市町数／全市町数（中核市を除く）

Ａ　基幹事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H29 H30 H31 R2 R3 R4 策定状況

2-A-1 住宅 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 912 策定済
栃木地域
第3期

（別添１）

2-A-2 住宅 一般 栃木市 直接 栃木市 56 策定済
栃木地域
第3期

（別添１）

2-A-3 住宅 一般 佐野市 直接 佐野市 98 策定済
栃木地域
第3期

（別添１）

2-A-3 住宅 一般 県 直接 県 484 策定済
栃木地域
第3期

（別添１）

2-A-4 都市防災 一般 県 直接 県 54 －

2-A-5 都市防災 一般 宇都宮市 直接 宇都宮市 194 －

2-A-6 都市防災 一般 栃木市 直接 栃木市 9 －

2-A-6 都市防災 一般 茂木町 直接 茂木町 16 －

2-A-7 都市防災 一般 那須町 直接 那須町 49 －

2-A-8 都市防災 一般
那須塩原
市

直接
那須塩原
市

40 －

2-A-9 都市防災 一般 市貝町 直接 市貝町 8 －

2-A-10 都市防災 一般 足利市 直接 足利市 20 －

2-A-11 都市防災 一般 佐野市 直接 佐野市 65 －

2-A-12 都市防災 一般 日光市 直接 日光市 20 －

合計 2,025 －

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H29 H30 H31 R2 R3 R4 策定状況

－

合計 －

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H29 H30 H31 R2 R3 R4 策定状況

－

合計 －

番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H29 H30 H31 R2 R3 R4 策定状況

－

合計

番号 備考

令和4年1月17日

Ｄ

最終目標値
（R4）

備考

3箇所－

種別等

種別等

④宅地耐震化推進事業における滑動崩落防止対策工事の実施設計数（箇所）
　第二次スクリーニング結果に基づく、実施設計数

市街地整備事業
(宅地耐震化推進事業)

宅地耐震化推進事業

全体事業費
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

要素となる事業名(事業箇所）

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名

0%

公営住宅等ストック総合改善事業

-

全体事業費
（百万円）

事業者 種別等

一体的に実施することにより期待される効果

事業者

全体事業費
（百万円）

住宅地区改良事業

地域住宅計画に基づく事業
(公営住宅等ストック総合改善事業)

市街地整備事業
(宅地耐震化推進事業)

番号

番号

事業内容

一体的に実施することにより期待される効果

91.1%

番号

全体事業費
（百万円）

公営住宅等ストック総合改善事業

宅地耐震化推進事業

事業者 事業内容・規模等

地域住宅計画に基づく事業
(住宅地区改良事業)

　　定量的指標の定義及び算定式

当初現況値 中間目標値

100%0%

市街地整備事業
(宅地耐震化推進事業)

宅地耐震化推進事業

計画の名称

計画の期間 交付対象 栃木県、宇都宮市、足利市、栃木市､佐野市、日光市、那須塩原市、茂木町、市貝町、那須町

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

重点計画の該当

①公営住宅等の耐震化の推進（公営住宅の耐震化率）（％）
②栃木県内の宅地耐震化推進事業における第一次スクリーニング結果の公表率（％）
③宅地耐震化推進事業における第二次スクリーニング実施箇所数（箇所）
④宅地耐震化推進事業における滑動崩落防止対策工事の実施設計数（箇所）

Ａ

市街地整備事業
(宅地耐震化推進事業)

73%

要素となる事業名 事業内容 市町村名

宅地耐震化推進事業

宅地耐震化推進事業

市街地整備事業
(宅地耐震化推進事業)

-

事業実施期間（年度）

0箇所

（H29当初）

0箇所

宅地耐震化推進事業

市街地整備事業
(宅地耐震化推進事業)

宅地耐震化推進事業

30箇所

③宅地耐震化推進事業における第二次スクリーニング実施箇所数
　県内大規模盛土造成地のうち第二次スクリーニングを実施した箇所数

－

－

要素となる事業名

要素となる事業名 事業内容 市町村名

市街地整備事業
(宅地耐震化推進事業)

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

公営住宅等ストック総合改善事業
地域住宅計画に基づく事業
(公営住宅等ストック総合改善事業)

Ｂ

－

Ｃ -2,025百万円 2,025百万円
効果促進事業費の割合

市街地整備事業
(宅地耐震化推進事業)

宅地耐震化推進事業

事業者

地域住宅計画に基づく事業
(公営住宅等ストック総合改善事業)

交付対象事業

全体事業費
（百万円）

宅地耐震化推進事業
市街地整備事業
(宅地耐震化推進事業)

市街地整備事業
(宅地耐震化推進事業)

宅地耐震化推進事業



交付金の執行状況

（単位：百万円）

H29 H30 H31 R2 R3 R4

59 8 19 76 358

0 0 0 0 0

59 8 19 76 358 0

0 0 0 0 24

59 8 19 52 330

0 0 0 24 49

うち未契約繰越額
（g）

0 0 0 4 9

0 0 0 0 3 0

0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 3.3% #DIV/0!

※　平成29年度以降の各年度の決算額を記載。

翌年度繰越額
（f）

不用額
（h＝c＋d－e－f）

未契約繰越＋不用率
（i＝(g＋h)/(c＋d)）

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

配分額
（a）

計画別流用
増△減額
（b）

交付額
（c＝a＋b）

前年度からの繰越額
（d）

支払済額
（e）



（参考図面）地域住宅支援
計画の名称 栃木県地域住宅等整備計画(防災・安全)（第二期）（重点計画）

計画の期間 平成29年度　～　令和4年度　（6年間）

地域住宅計画に基づく事業

地域住宅計画に基づく事業
（住宅地区改良事業等）

宅地耐震化推進事業

公営住宅等ストック総合改善事業(城内南第2市営住宅)耐震診断　130戸(予定)
公営住宅等ストック総合改善事業(石塚住宅) 耐震改修　60戸(予定)

交付対象
栃木県、宇都宮市、足利市、栃木市､佐野市、日光市、那須塩原市、茂木町、市貝
町、那須町

（公営住宅等ストック総合改善事業）

事業主体 位置図

宇都宮市

足利市

栃木市

佐野市

さくら市

真岡市

小山市

日光市

鹿沼市

那須塩原市

矢板市

大田原市

那須烏山市

下野市

上三川町

壬生町

野木町

西方町

市貝町

益子町

高根沢町

那珂川町

栃木県

那須町

茂木町

塩谷町

芳賀町



栃木
と ち ぎ

地域
ち い き

第
だ い

３期
き

　地域住宅計画

当初提出日 平成２８年 ３月 ２４日 第６回変更 平成３１年 ３月 26日

第１回変更 平成２９年 ３月 ２４日 第７回変更 令和２年 １月 15日

第２回変更 平成２９年 １０月 ２５日 第８回変更 令和３年 ２月 ５日

第３回変更 平成３０年 ３月 ２２日 第９回変更 令和３年 ６月 15日

第４回変更 平成３０年 ４月 ２日 第10回変更 令和４年 １月 17日

第５回変更 平成３０年 7月 18日

別添１
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の ぎ ま ち

、塩谷町
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､高根沢町
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､那珂川町
な か が わ ま ち

及び栃木県住宅供給公社
とちぎけん じゅうたくきょうきゅうこうしゃ

第10回変更

令和４年１月17日



地域住宅計画

平成 28 年度 ～ 令和 4 年度

 １．地域の住宅政策の経緯及び現況

 ２．課題

 計画期間

　栃木県は、首都東京から６０～１６０ｋｍに位置し、人口約２００万人、世帯数約７３万世帯の県であり、昭和３０年代後半からの積極的な企業
誘致により、農業県から工業県に転換し高い成長を遂げてきた。
　優れた自然景観や豊かな歴史・文化遺産を有する観光・リゾート地である県北地域、人口や産業、交通基盤などの機能が集積している県央地域、
歴史・文化と生産・流通機能とが調和した県南地域と本県は地域的に異なった特徴を有しているが、中心市街地の定住人口の減少や少子高齢化の進
展など、共通の課題を抱えている。
　平成２５年住宅・土地統計調査によると、持家５１万５千世帯、公営借家１万３千世帯、民営借家１７万４千世帯、給与住宅１万４千世帯等と
なっている。住宅の居住水準をみると、最低居住面積水準以上の世帯は約９４％、誘導居住面積水準以上の世帯は約６５％となっており、それぞれ
全国水準を上回っている。高齢者のいる世帯数の割合については、65歳以上にあっては全体の約４３％、75歳以上にあっては約２３％となってお
り、全国平均を上回り、少子高齢化が進行している。また、二次的住宅を含む空き家率は約１６．３％で全国平均を上回っていることや、住宅戸数
が世帯数を上回っていることなどから、ストックの有効活用が住宅政策において重要な事項となっている。
　また、耐用年限を２分の１以上経過している公営住宅の割合は県営住宅で約２６％、市町村営で約４８％となっており老朽化が進んでいる。
　このような状況の下、近年の施策としては、第２期地域住宅計画において、高齢者の居住に配慮した公営住宅の建設・改修や既存ストックを有効
活用するため長寿命化型改善等を行ってきた。

○公営住宅等の老朽化が進んでおり、必ずしも地域における住宅セーフティネットとしての役割を果たさなくなりつつある。そのため、公営住宅等
の効率的かつ円滑な更新と、長期にわたる入居者の居住の安定確保が課題となっている。

○少子高齢化が進行しているが、住宅および居住環境の対応が必ずしも十分でない。そのため、高齢者世帯や子育て世帯など誰もが安心して住み続
けることができる住宅および住宅周辺の居住環境の形成が必要となっている。

○民間賃貸住宅において、多様化する住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を実現していくことが必要となっている。

 計画の名称 　栃木地域第３期

 都道府県名 栃木県 作成主体名
栃木県、宇都宮市､足利市､栃木市､佐野市､鹿沼市､日光市､小山市､真岡市､大田原市､矢板市、
那須塩原市､さくら市､那須烏山市､下野市､上三川町､益子町､茂木町､市貝町､芳賀町､壬生町､
野木町､塩谷町､高根沢町､那須町､那珂川町及び栃木県住宅供給公社



単　位 基準年度 目標年度

県・市町営住宅の長寿命化型改善が行われた住戸数の割合

（公営住宅等の長寿命化型改善実施戸数）／管理戸数

県・市町営住宅の長寿命化型改善が行われた住戸数の割合

（公営住宅等の長寿命化型改善実施戸数）／管理戸数

公営住宅等の建設又は福祉対応型改善が行われた住戸の割合

（バリアフリー化に対応した公営住宅等の建設戸数＋福祉対応型
改善実施戸数）/管理戸数

公営住宅等の耐震改修（耐震診断を含む）事業が実施された住戸
数の割合

耐震性がある住宅の戸数／（管理戸数－除却予定戸数）

宅地耐震化推進事業における第二次スクリーニング実施箇所数

県内大規模盛土造成地のうち第二次スクリーニングを実施した箇
所数

子育て世帯等向け公営住宅等の整備数 戸 子育て世帯等向け公営住宅等の建設戸数 0戸 R2 21戸 R4

公営住宅等の建設にPFIを導入した自治体数 団体 PFIを導入した自治体数 0団体 R2 1団体 R4

R2

宅地耐震化推進化事業における第二次スクリーニング
実施箇所数

箇所 0% R2 10% R4

住宅及び住環境に関する住民の満足度 %
住宅及び住環境に関する住民アンケート調査の結果（住宅及び住
環境に対する総合評価について「非常に満足」又は「まあ満足」の
回答数の割合）

73.7% H28 76.0%

－

活用を推進すべき区域内において、活用すべき空き家
住宅、空き建築物の戸数

戸 事業主体で把握している戸数 2戸 H28 － －

除却を推進すべき区域内において、除却すべき不良住
宅、空き家住宅、空き建築物の戸数

戸 事業主体で把握している戸数 350戸 H28 －

公営住宅等の耐震化の推進（公営住宅の耐震化率） % 73% H28 91% R4

公営住宅等におけるバリアフリー化された住戸数の割合 % 19% H28 22% R4

公営住宅等における長寿命化型改善（防災・安全に係る
改善に限る。）実施割合

% 9% H28 22% R4

公営住宅等における長寿命化型改善（防災・安全に係る
改善を除く。）実施割合

% 18% H28 36% R4

 ３．計画の目標

○住宅確保要配慮者の居住の安定を確保していくため、公営住宅等の建替え及び改善の促進や民間賃貸住宅など民間活力の導入により住宅セーフティネット機能の向上を図る。
○少子高齢化や多様な居住ニーズに対応するため、良質な公的賃貸住宅等の整備及び居住環境の形成を促進する。
○県民の住宅及び住環境に対する満足度を高めるため、地域に根ざした快適で安全性の高い良質な住宅ストックの形成及び居住環境の構築を図る。

 ４．目標を定量化する指標等

指　　標 定　　義 従前値 目標値



 ５．目標を達成するために必要な事業等の概要

目標①：住宅確保要配慮者の居住の安定を確保していくため、公営住宅等の建替え及び改善の促進や民間賃貸住宅など民間活力の
導入により住宅セーフティネット機能の向上を図る。

＜事業の概要＞
○地域の実情に応じた適切なセーフティネットを構築するため、公営住宅等整備事業により公営住宅を整備し、併せて公的賃貸住宅家賃低廉化
事業を実施することにより、真に住宅に困窮している県民の居住の安定を確保する。
○既存の公営住宅等の長寿命化等を推進するため、公営住宅等ストック総合改善事業及び住宅地区改良事業等を実施する。

目標②：少子高齢化や多様な居住ニーズに対応するため、良質な公的賃貸住宅等の整備及び居住環境の形成を促進する。

＜事業の概要＞
○高齢者世帯や障害者世帯など住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上を図るため、公的賃貸住宅家賃低廉化事業等を実施する。
○既存の公営住宅等のバリアフリー化等を推進するため、公営住宅等ストック総合改善事業および住宅地区改良事業等を実施する。

目標③：良質な居住環境を形成するために、老朽化した空き家等の除却・活用を促進する。

＜事業の概要＞
○良質な居住環境等を構築するため、住宅地区改良事業を実施する。
　・空き家再生等推進事業により、以下の計画的に除却を推進すべき区域において不良住宅、空き家住宅、空き建築物の除却を実施する。
　　栃木市
　　小山市
　　茂木町
　・空き家再生等推進事業により、以下の計画的に活用を推進すべき区域において空き家住宅、空き建築物の活用を実施する。
　　栃木市
　　小山市
　　茂木町



 ６．目標を達成するために必要な事業等に要する経費等

（金額の単位は百万円）

基幹事業 K
交付期間内

事業費

公営住宅等整備事業（防災・安全に係る整備を除く。） 栃木県 １式 104

宇都宮市 １式 10

公営住宅等整備事業（防災・安全に係る整備に限る。） 日光市 24戸 462

塩谷町 20戸 371

公営住宅ストック総合改善事業（防災・安全に係る改善を除く。） 栃木県 947戸 1,159

宇都宮市 1534戸 533

足利市 432戸 377

栃木市 64戸 38

佐野市 398戸 143

鹿沼市 １式 6

日光市 174戸 147

小山市 347戸 159

真岡市 175戸 93

大田原市 188式 65

矢板市 18戸 28

那須塩原市 220戸 68

さくら市 １式 32

上三川町 １式 3

塩谷町 １式 4

那須町 １式 1

公営住宅ストック総合改善事業（防災・安全に係る改善に限る。） 栃木県 2316戸 2,360

宇都宮市 1226戸 1,509

足利市 178戸 168

栃木市 461戸 423

佐野市 538戸 513

鹿沼市 104戸 203

日光市 114戸 246

小山市 97戸 113

真岡市 24戸 19

大田原市 216戸 161

矢板市 176戸 300

那須塩原市 228戸 220

さくら市 6戸 11

上三川町 56戸 41

茂木町 24戸 38

壬生町 48戸 66

高根沢町 38戸 97

那須町 9戸 11

地域優良住宅等整備事業（高齢者居住安定確保計画策定） 栃木県 １式 1

地域優良住宅等整備事業 那須町 42戸 436

公的賃貸住宅家賃低廉化事業 宇都宮市 202戸 35

栃木市 250戸 27

那須町 210戸 115

住宅地区改良事業等 栃木県 1式 484

栃木県 4市町 11

栃木市 1式 8

小山市 1式 5

那須塩原市 1式 12

茂木町 2戸 50

11,486

空き家再生等推進事業

合計

規模等
細項目

更新住宅建設事業

住宅新築資金等貸付助成事業(償還推進)



 ７．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ８．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

 ９．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

　県内の特定優良賃貸住宅で空家が発生している場合において、公的賃貸住宅等の整備事業の実施に伴い明け渡しの請求を受けた者、又
は、中心市街地等における「街なか居住」の推進に係るファミリー世帯(配慮入居者)については、特定優良賃貸住宅法第３条第４号に規
定する入居資格を適用しない。

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の
特例の対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）

  特定優良賃貸住宅のうち入居者募集のための措置を講じたにもかかわらず、３ヶ月以上空家である住戸については、配慮入居者に賃貸
することができるものとする。
　
　賃貸住宅等の空き家を、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第８条の規定に基づく住宅確保要配慮者円滑入
居賃貸住宅として有効活用する。


